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北九州市告示第４４１号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により、北

九州市の区域内に次の土地が新たに生じたことを令和５年１２月１１日に確認

した旨の届出があったので、同条第２項の規定により告示する。  
  令和５年１２月２７日  

北九州市長 武 内 和 久  
新たに生じた土地の表示  地積（平方メートル）  

北九州市小倉南区空港北町５地先公有水

面埋立地  
４，３８７．７４  
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北九州市告示第４４２号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、北

九州市の町の区域を次のように変更する。  
 上記処分は、告示の日から効力を生ずるものとする。  
  令和５年１２月２７日  

北九州市長 武 内 和 久  
 次の区域を小倉南区空港北町に編入する。  

新たに生じた土地  

北九州市小倉南区空港北町５地先公有水面埋立地４，３８７．７４平方

メートル  
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北九州市訓令第７号 
北九州市教育委員会訓令第２号 

                            庁中一般   
北九州市電気工作物保安規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和５年１２月２７日 
北九州市長 武 内 和 久   

                    北九州市教育委員会 
                      教育長 田 島 裕 美   
   北九州市電気工作物保安規程の一部を改正する訓令 
 
 北九州市電気工作物保安規程（昭和４２年              ） 
 
の一部を次のように改正する。 

第１８条の見出し中「法定事業者検査」を「法定自主検査」に改め、同条中

「法定事業者検査」を「法定自主検査（電気事業法施行規則（平成７年通商産

業省令第７７号）第５０条第３項第８号に規定する法定自主検査をいう。以下

同じ 。）」 に、「もとに」を「下に」に改める。 
第１９条（見出しを含む。）中「法定事業者検査」を「法定自主検査」に改

める。 
 第２２条を第２３条とし、第２１条の次に次の１条を加える。 

（サイバーセキュリティの確保） 
第２２条 施設の長は、別に定める基準により、サイバーセキュリティ（サイ

バーセキュリティ基本法（平成２６年法律第１０４号）第２条に規定するサ

イバーセキュリティをいう。）の確保のための適切な措置を講じなければな

らない。 
   付 則 
 この訓令は、令和５年１２月２７日から施行する。 
 

北九州市訓令第７号 
北九州市教育委員会訓令第１号 
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北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年１２月２１日 

                     北九州市教育委員会 

                      教育長 田 島 裕 美 

北九州市教育委員会規則第６号 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時 

間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日

、休暇等に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第

１４号）の一部を次のように改正する。 

  第２１条第３項ただし書中「インフルエンザ」の次に「又は新型コロナウ

イルス感染症」を加える。 

（北九州市教育委員会会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する規則の一部改正） 

第２条 北九州市教育委員会会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間

、休日、休暇等に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第２号）の

一部を次のように改正する。 

  第２３条第３項ただし書中「インフルエンザ」の次に「又は新型コロナウ

イルス感染症」を加える。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の会計年度任用職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正） 

第３条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の会計年度任用職員の

勤務時間、休日、休暇等に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第

５号）の一部を次のように改正する。 

  第２２条第３項ただし書中「インフルエンザ」の次に「又は新型コロナウ

イルス感染症」を加える。 

  付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年１月１日から施行する。 

 （北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日

、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学
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校の教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第２１条第３項

の規定は、この規則の施行の日以後にその期間が開始する病気休暇から適用

し、同日前にその期間が開始する病気休暇については、なお従前の例による

。 

 （北九州市教育委員会会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の北九州市教育委員会会計年度任用職員及び臨

時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第２３条第３項の規定

は、この規則の施行の日以後にその期間が開始する病気休暇から適用し、同

日前にその期間が開始する病気休暇については、なお従前の例による。 

 （北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の会計年度任用職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第３条の規定による改正後の北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学

校の会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第２２条第３

項の規定は、この規則の施行の日以後にその期間が開始する病気休暇から適

用し、同日前にその期間が開始する病気休暇については、なお従前の例によ

る。 
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北九州市教育委員会会計年度任用職員の給料に関する規則及び北九州市会計

年度任用教職員の給料に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年１２月２１日  

北九州市教育委員会 

教育長 田 島 裕 美   

北九州市教育委員会規則第７号 

   北九州市教育委員会会計年度任用職員の給料に関する規則及び北 

九州市会計年度任用教職員の給料に関する規則の一部を改正する 

規則 

（北九州市教育委員会会計年度任用職員の給料に関する規則の一部改正） 

第１条 北九州市教育委員会会計年度任用職員の給料に関する規則（令和２年

北九州市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第５項第１号中「おける、当該給料改定条例の施行の日の属する月

の翌月（当該施行の日が月の初日であるときは、当該施行の日の属する月。

以下「施行月の翌月」という。）以後の当該会計年度任用職員の給料の月額

の決定にあっては」を「おいて」に、「当該施行月の翌月の初日。以下」を

「当該給料改定条例の施行の日。以下この項において」に改め、同条に次の

１項を加える。 

６ 前項各号の基準日（当該基準日が給料改定条例の施行の日となる場合に

限る。以下同じ。）における条例第５条第１項第１号、第３号又は第５号

イ若しくはウに掲げる給料表（以下「改正後の給料表」という。）の職務

の級及び号給により決定した給料の月額は、条例第２７条第３項の規定に

より読み替えられた条例第２４条第１項の規定による期末手当（当該基準

日の属する年の１２月１日に在職する職員に対するものに限る。）の支給

を受ける会計年度任用職員及びこれに相当する者として教育長が定める会

計年度任用職員（以下「冬季期末手当対象職員等」という。）にあっては

同年４月１日（改正後の給料表の職務の級及び号給により決定した給料の

月額が当該決定前の給料の月額を下回る場合は、当該基準日）から、冬季

期末手当対象職員等以外の会計年度任用職員にあっては当該基準日の属す

る月の初日（改正後の給料表の職務の級及び号給により決定した給料の月

額が当該決定前の給料の月額を下回る場合は、当該基準日）から適用する

。この場合において、改正後の給料表の職務の級及び号給により決定され

た給料の月額が当該決定前の給料の月額を下回るときを除き、当該基準日

前の条例の規定に基づき支給された給料は、当該基準日以後の条例の規定

に基づく給料の内払とみなす。 
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（北九州市会計年度任用教職員の給料に関する規則の一部改正） 

第２条 北九州市会計年度任用教職員の給料に関する規則（令和２年北九州市

教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第５項第１号中「おける、当該給料改定条例の施行の日の属する月

の翌月（当該施行の日が月の初日であるときは、当該施行の日の属する月。

以下「施行月の翌月」という。）以後の当該会計年度任用教職員の給料の月

額の決定にあっては」を「おいて」に、「当該施行月の翌月の初日。以下」

を「当該給料改定条例の施行の日。以下この項において」に改め、同条に次

の１項を加える。 

６ 前項各号の基準日（当該基準日が給料改定条例の施行の日となる場合に

限る。以下同じ。）における教職員給与条例第７条第１項各号に掲げる給

料表（以下「改正後の給料表」という。）の職務の級及び号給により決定

した給料の月額は、教職員給与条例第４６条第３項の規定により読み替え

られた教職員給与条例第３２条第１項の規定による期末手当（当該基準日

の属する年の１２月１日に在職する教職員に対するものに限る。）の支給

を受ける会計年度任用教職員及びこれに相当する者として教育長が定める

会計年度任用教職員（以下「冬季期末手当対象教職員等」という。）にあ

っては同年４月１日（改正後の給料表の職務の級及び号給により決定した

給料の月額が当該決定前の給料の月額を下回る場合は、当該基準日）から

、冬季期末手当対象教職員等以外の会計年度任用教職員にあっては当該基

準日の属する月の初日（改正後の給料表の職務の級及び号給により決定し

た給料の月額が当該決定前の給料の月額を下回る場合は、当該基準日）か

ら適用する。この場合において、改正後の給料表の職務の級及び号給によ

り決定された給料の月額が当該決定前の給料の月額を下回るときを除き、

当該基準日前の教職員給与条例の規定に基づき支給された給料は、当該基

準日以後の教職員給与条例の規定に基づく給料の内払とみなす。 

   付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉

手当に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年１２月２１日 

北九州市教育委員会 

教育長 田 島 裕 美   

北九州市教育委員会規則第８号 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手 

当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改正する規則 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤

勉手当に関する規則の一部改正） 

第１条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及

び勤勉手当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１０号）の

一部を次のように改正する。 

  第１条中「まで」の次に「（第３５条第１項に係る部分に限り、教職員給

与条例第４６条第４項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同

じ。）」を加える。 

  第３条第１項第２号イ中「非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例」を「非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関す

る条例」に改める。 

  第１３条に次の１項を加える。 

２ 教職員給与条例第４６条第４項において教職員給与条例第３５条第１項

の規定を読み替えて適用する場合における同項前段の教育委員会規則で定

める期間は、６箇月（６月１日を勤勉手当基準日とする勤勉手当にあって

は、６箇月から当該勤勉手当基準日以前６箇月以内の期間（当該勤勉手当

基準日の属する年度の前年度の期間に限る。）におけるその者の任用期間

を除いた期間。次条第２項において同じ。）とする。 

  第１４条第１項第２号中エをオとし、ウをエとし、イをウとし、アの次に

次のように加える。 

   イ 報酬条例の適用を受ける会計年度任用職員 

第１４条第２項中「前項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 教職員給与条例第４６条第４項において教職員給与条例第３５条第１項

の規定を読み替えて適用する場合における同項後段の教育委員会規則で定

める期間は、６箇月とする。 

３ 教職員給与条例第４６条第４項において教職員給与条例第３５条第１項
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の規定を読み替えて適用する場合における同項後段の教育委員会規則で定

める者は、第１項各号に掲げる教職員とし、これらの教職員には、勤勉手

当を支給しない。 

（北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手

当に関する規則の一部改正） 

第２条 北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期

末手当に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償 

、期末手当及び勤勉手当に関する規則 

  第１条中「非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」を「

非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例」に、「

並びに第８条第１項及び第２項」を「、第８条各項並びに第９条各項」に、

「及び期末手当について」を「、期末手当及び勤勉手当について」に改める

。 

  第１８条を第１９条とする。 

第１７条中「又は期末手当」を「、期末手当又は勤勉手当」に改め、同条

を第１８条とし、第１６条の次に次の１条を加える。 

（勤勉手当） 

第１７条 前条の規定は、勤勉手当について準用する。この場合において、

同条中「第８条第１項」とあるのは「第９条第１項」と、「第２４条第１

項」とあるのは「第２５条第１項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「

勤勉手当基礎額」と、「第２４条第３項」とあるのは「第２５条第３項」

と読み替えるものとする。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用職員

の報酬、費用弁償及び期末手当に関する規則の一部改正） 

第３条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用

職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する規則（令和２年北九州市教育委

員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年 

度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する 

規則 

  第１条中「非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」を「
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非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例」に、「

並びに第８条第１項及び第２項」を「、第８条各項並びに第９条各項」に、

「及び期末手当について」を「、期末手当及び勤勉手当について」に改める

。 

  第１８条を第１９条とする。 

第１７条中「又は期末手当」を「、期末手当又は勤勉手当」に改め、同条

を第１８条とし、第１６条の次に次の１条を加える。 

（勤勉手当） 

第１７条 前条の規定は、勤勉手当について準用する。この場合において、

同条中「第８条第１項」とあるのは「第９条第１項」と、「第３２条第１

項」とあるのは「第３５条第１項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「

勤勉手当基礎額」と、「第３２条第３項」とあるのは「第３５条第３項」

と読み替えるものとする。 

   付 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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